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個人番号（マイナンバー）独自利用事務の追加について 

 

 

 

○「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平

成 24 年法律第 27 号。以下「番号法」という。）第９条第２項に定める、地方公共団

体におけるマイナンバーの独自利用事務を、「佐賀市個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例」（平成 27 年 10 月 2 日条例第 21 号。以下「条例」とい

う。）に追加することで、市民の利便性の向上を図ります。  

 

 

 

 

○生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和２５年法律第１４４号)に準じて行

う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要

する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務 

 

 

 

 

○令和６年２月から生活保護法による医療扶助のオンラインによる受給資格確認が

開始される予定です。日本人に対する保護の実施は法定受託事務でありますから、

番号法に基づきマイナンバーを介した受給資格確認を行えるようになります。 

○外国人の場合、生活保護法に基づく保護に準じた保護の実施は自治体事務であ

りますので、受給を希望する外国人の資格確認をオンラインで行うためには、確認を

行う地方公共団体において、番号法第９条第２項の規定に基づき、保護の決定及び

実施等の事務を条例に追加する必要があります。 

 

 

 

 

○条例別表に事務を追加します（裏面参照）。本事務は、国の個人情報保護委員会

が示した、自治体事務における独自利用の具体例に示されています。 

○「利用する特定個人情報」は地方税関係情報、医療保険給付関係情報のほか生活

保護の事務を遂行するにあたって必要な情報とします。 

 

１ 概要 

２ 追加対象となる独自利用事務 

３ 理由 

４ 条例の改正 
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機関 事務 特定個人情報 

市長 生活に困窮する外国人

に対する保護の決定及

び実施、就労自立給付

金若しくは進学準備給

付金の支給、保護に要

する費用の返還又は徴

収金の徴収に関する事

務であって規則で定め

るもの 

地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活

保護関係情報、児童扶養手当関係情報、児童手

当関係情報、障害者関係情報、障害者自立支援

給付関係情報、中国残留邦人等支援給付等関

係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による

給付金に関する情報、特別児童扶養手当等の

支給に関する法律による障害児福祉手当又は

特別障害者手当の支給に関する情報、国民年

金法等の一部を改正する法律附則第９７条第１

項の福祉手当の支給に関する情報、母子保健法

による養育医療の給付又は養育医療に要する

費用の支給に関する情報 

 

 

 

 

○公布の日から施行予定 

 

 

 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 

(平成２５年法律第２７号) 

 

（利用範囲） 

第九条（略） 

２ 地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会

保障、地方税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第四

号に規定する地方税をいう。以下同じ。)又は防災に関する事務その他これらに類

する事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する特定個人情報ファイ

ルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番

号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様

とする。 

３～５ （略） 

 

 

５ 施行予定日 

【参考】番号法参照条文 
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（特定個人情報の提供の制限） 

第十九条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提

供をしてはならない。 

（１）～（１０） （略） 

（１１） 地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の

他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供す

るとき。 

（１２）～（１７） （略） 

 


